
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誕生日別誕生日別誕生日別誕生日別    

年金支給開始年齢年金支給開始年齢年金支給開始年齢年金支給開始年齢    

第二・第二・第二・第二・第第第第三三三三    改正改正改正改正案案案案    

男性編男性編男性編男性編    

平成23年12月 
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次頁から誕生日別の公的年金支給開始年齢の比較図になりま

す。図の内容は、アミ掛け部分は実際に支給される年金部分です。

アミなしは支給されない部分です。 

厚生年金の支給開始年齢(男性編) 

■公的年金支給開始年齢の引き上げを比較 

平成23年10月、厚生労働省の「社会保障審議会年金部会」は、

公的年金支給開始年齢の引き上げについて三案を提示しました。

いますぐ法律を改正することはありません。しかしいずれ改正案

は国会で論議し、改正されるでしょう。この小冊子では誕生日別

に現状の公的年金の支給開始年齢と第二案と第三案の支給開始年

齢を図で比較しました。 

第二案は２歳刻みに引上げて最終支給開始年齢を70歳まで引き

延ばします。第三案は１歳刻みに引上げて最終支給開始年齢を70

歳まで引き延ばします。誕生日で改正案を確認してください。 

■現状の公的年金の仕組みを知っておこう。 

 現状の公的年金の仕組みを知っていますか？ 公的年金の支給

開始年齢の改正内容を理解するために現状の仕組みを知っておく

ことが必要です。以下にその仕組みを記します。 

60歳代前半と65歳以後の公的年金の仕組みと名称 

報酬比例部分 

定額部分 

老齢厚生年金 

老齢基礎年金 

60歳 65歳 

厚生年金保険料の多寡と厚

生年金加入期間によって年

金額が決まる部分 

厚生年金保険料の多寡に関係なく

一定の単価に厚生年金加入期間に

よって年金額決まる部分 

65歳になると報酬比例部分

の年金額がそのまま老齢厚

生年金と名称が代わる 

定額部分の年金額がそのまま老

齢基礎年金と名称が代わる部分 
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昭和昭和昭和昭和27272727年４月２日～昭和年４月２日～昭和年４月２日～昭和年４月２日～昭和28282828年４月年４月年４月年４月１日生まれ１日生まれ１日生まれ１日生まれ    

60歳 

定額部分 

65歳 

現状 改正案改正案改正案改正案    

定額部分 

報酬比例部分 報酬比例部分 

60歳 65歳 

昭和昭和昭和昭和28282828年４月２日～昭和年４月２日～昭和年４月２日～昭和年４月２日～昭和29292929年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

61歳 

定額部分 

65歳 

現状 改正案改正案改正案改正案    

定額部分 

報酬比例部分 報酬比例部分 

61歳 65歳 

昭和昭和昭和昭和29292929年４月２日～年４月２日～年４月２日～年４月２日～昭和昭和昭和昭和30303030年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

61歳 

定額部分 

65歳 

現状 改正案改正案改正案改正案    

定額部分 

報酬比例部分 報酬比例部分 

61歳 65歳 

昭和昭和昭和昭和30303030年４月２日～年４月２日～年４月２日～年４月２日～昭和昭和昭和昭和31313131年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

62歳 

定額部分 

65歳 

現状 改正案改正案改正案改正案    

定額部分 

報酬比例部分 報酬比例部分 

62歳 65歳 

第二案の公的年金支給開始年齢 
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昭和昭和昭和昭和31313131年４月２日～昭和年４月２日～昭和年４月２日～昭和年４月２日～昭和32323232年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

62歳 

定額部分 

65歳 

現状 改正案改正案改正案改正案    

定額部分 

報酬比例部分 報酬比例部分 

62歳 65歳 

昭和昭和昭和昭和32323232年４月２日～昭和年４月２日～昭和年４月２日～昭和年４月２日～昭和33333333年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

63歳 

定額部分 

65歳 

現状 改正案改正案改正案改正案    

定額部分 

報酬比例部分 報酬比例部分 

63歳 65歳 

昭和昭和昭和昭和33333333年４月２日～年４月２日～年４月２日～年４月２日～昭和昭和昭和昭和34343434年４年４年４年４月１日生まれ月１日生まれ月１日生まれ月１日生まれ    

63歳 

定額部分 

65歳 

現状 改正案改正案改正案改正案    

定額部分 

報酬比例部分 報酬比例部分 

63歳 65歳 

昭和昭和昭和昭和34343434年４月２日～年４月２日～年４月２日～年４月２日～昭和昭和昭和昭和35353535年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

64歳 

定額部分 

65歳 

現状 改正案改正案改正案改正案    

定額部分 

報酬比例部分 報酬比例部分 

64歳 65歳 
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昭和昭和昭和昭和35353535年４月２日～昭和年４月２日～昭和年４月２日～昭和年４月２日～昭和36363636年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

64歳 

定額部分 

65歳 

現状 改正案改正案改正案改正案    

定額部分 

報酬比例部分 報酬比例部分 

64歳 65歳 

昭和昭和昭和昭和36363636年４月２日～昭和年４月２日～昭和年４月２日～昭和年４月２日～昭和37373737年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

65歳 

老齢基礎年金 

現状 改正案改正案改正案改正案    

老齢基礎年金 

老齢厚生年金 老齢厚生年金 

65歳 

昭和昭和昭和昭和37373737年４月２日～年４月２日～年４月２日～年４月２日～昭和昭和昭和昭和38383838年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

現状 改正案改正案改正案改正案    

昭和昭和昭和昭和38383838年４月２日～年４月２日～年４月２日～年４月２日～昭和昭和昭和昭和39393939年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

現状 改正案改正案改正案改正案    

65歳 

老齢基礎年金 老齢基礎年金 

老齢厚生年金 老齢厚生年金 

65歳 

65歳 

老齢基礎年金 老齢基礎年金 

老齢厚生年金 老齢厚生年金 

66歳 
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昭和昭和昭和昭和39393939年４月２日～年４月２日～年４月２日～年４月２日～昭和昭和昭和昭和40404040年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

現状 改正案改正案改正案改正案    

65歳 

老齢基礎年金 老齢基礎年金 

老齢厚生年金 老齢厚生年金 

66歳 

昭和昭和昭和昭和40404040年４月２日～年４月２日～年４月２日～年４月２日～昭和昭和昭和昭和41414141年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

現状 改正案改正案改正案改正案    

65歳 

老齢基礎年金 老齢基礎年金 

老齢厚生年金 老齢厚生年金 

67歳 

昭和昭和昭和昭和41414141年年年年４月２日～４月２日～４月２日～４月２日～昭和昭和昭和昭和42424242年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

現状 改正案改正案改正案改正案    

65歳 

老齢基礎年金 老齢基礎年金 

老齢厚生年金 老齢厚生年金 

67歳 

昭和昭和昭和昭和42424242年４月２日～年４月２日～年４月２日～年４月２日～昭和昭和昭和昭和43434343年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

現状 改正案改正案改正案改正案    

65歳 

老齢基礎年金 老齢基礎年金 

老齢厚生年金 老齢厚生年金 

68歳 



７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和昭和昭和昭和43434343年４月２日～年４月２日～年４月２日～年４月２日～昭和昭和昭和昭和44444444年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

現状 改正案改正案改正案改正案    

65歳 

老齢基礎年金 老齢基礎年金 

老齢厚生年金 老齢厚生年金 

68歳 

昭和昭和昭和昭和44444444年４月２日～年４月２日～年４月２日～年４月２日～昭和昭和昭和昭和45454545年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

現状 改正案改正案改正案改正案    

65歳 

老齢基礎年金 老齢基礎年金 

老齢厚生年金 老齢厚生年金 

69歳 

昭和昭和昭和昭和44445555年４月２日～年４月２日～年４月２日～年４月２日～昭和昭和昭和昭和44446666年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

現状 改正案改正案改正案改正案    

65歳 

老齢基礎年金 老齢基礎年金 

老齢厚生年金 老齢厚生年金 

69歳 

現状 改正案改正案改正案改正案    

65歳 

老齢基礎年金 

老齢厚生年金 

老齢基礎年金 

老齢厚生年金 

70歳 

昭和昭和昭和昭和46464646年４月２日年４月２日年４月２日年４月２日生まれ以降は支給開始年齢生まれ以降は支給開始年齢生まれ以降は支給開始年齢生まれ以降は支給開始年齢70707070歳歳歳歳    

昭和昭和昭和昭和46464646年４月２日年４月２日年４月２日年４月２日以降以降以降以降生まれ生まれ生まれ生まれ    
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昭和昭和昭和昭和27272727年４月２日～昭和年４月２日～昭和年４月２日～昭和年４月２日～昭和28282828年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

60歳 

定額部分 

65歳 

現状 改正案改正案改正案改正案    

定額部分 

報酬比例部分 報酬比例部分 

60歳 65歳 

昭和昭和昭和昭和28282828年４月２日～昭和年４月２日～昭和年４月２日～昭和年４月２日～昭和29292929年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

61歳 

定額部分 

65歳 

現状 改正案改正案改正案改正案    

定額部分 

報酬比例部分 報酬比例部分 

61歳 65歳 

昭和昭和昭和昭和29292929年４月２日～年４月２日～年４月２日～年４月２日～昭和昭和昭和昭和30303030年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

61歳 

定額部分 

65歳 

現状 改正案改正案改正案改正案    

定額部分 

報酬比例部分 報酬比例部分 

62歳 65歳 

昭和昭和昭和昭和30303030年４月２日～年４月２日～年４月２日～年４月２日～昭和昭和昭和昭和31313131年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

62歳 

定額部分 

65歳 

現状 改正案改正案改正案改正案    

定額部分 

報酬比例部分 報酬比例部分 

63歳 65歳 

第三案の公的年金支給開始年齢 
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昭和昭和昭和昭和31313131年４月２日～年４月２日～年４月２日～年４月２日～昭和昭和昭和昭和32323232年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

62歳 

定額部分 

65歳 

現状 改正案改正案改正案改正案    

定額部分 

報酬比例部分 報酬比例部分 

64歳 65歳 

昭和昭和昭和昭和32323232年４月２日～昭和年４月２日～昭和年４月２日～昭和年４月２日～昭和33333333年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

63歳 

定額部分 

65歳 

現状 改正案改正案改正案改正案    

老齢基礎年金 

報酬比例部分 老齢厚生年金  

65歳 

昭和昭和昭和昭和33333333年４月２日～年４月２日～年４月２日～年４月２日～昭和昭和昭和昭和34343434年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

63歳 

定額部分 

65歳 

現状 改正案改正案改正案改正案    

報酬比例部分 

昭和昭和昭和昭和34343434年４月２日～年４月２日～年４月２日～年４月２日～昭和昭和昭和昭和35353535年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

64歳 

定額部分 

65歳 

現状 改正案改正案改正案改正案    

報酬比例部分 

老齢基礎年金 

老齢厚生年金  

66歳 

老齢基礎年金 

老齢厚生年金  

67歳 
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昭和昭和昭和昭和35353535年４月２日～昭和年４月２日～昭和年４月２日～昭和年４月２日～昭和36363636年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

64歳 

定額部分 

65歳 

現状 改正案改正案改正案改正案    

報酬比例部分 

昭和昭和昭和昭和36363636年４月２日～昭和年４月２日～昭和年４月２日～昭和年４月２日～昭和37373737年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

65歳 

老齢基礎年金 

現状 改正案改正案改正案改正案    

老齢厚生年金 

昭和昭和昭和昭和37373737年４月２日～年４月２日～年４月２日～年４月２日～昭和昭和昭和昭和38383838年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

現状 改正案改正案改正案改正案    

昭和昭和昭和昭和38383838年４月２日～年４月２日～年４月２日～年４月２日～昭和昭和昭和昭和39393939年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

現状 改正案改正案改正案改正案    

65歳 

老齢基礎年金 老齢基礎年金 

老齢厚生年金 老齢厚生年金 

70歳 

65歳 

老齢基礎年金 

老齢厚生年金 

老齢基礎年金 

老齢厚生年金  

68歳 

老齢基礎年金 

老齢厚生年金  

69歳 

老齢基礎年金 

老齢厚生年金 

70歳 

昭和昭和昭和昭和37373737年４月２日年４月２日年４月２日年４月２日生まれ以降は支給開始年齢生まれ以降は支給開始年齢生まれ以降は支給開始年齢生まれ以降は支給開始年齢70707070歳歳歳歳    
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昭和昭和昭和昭和39393939年４月２日～年４月２日～年４月２日～年４月２日～昭和昭和昭和昭和40404040年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

現状 改正案改正案改正案改正案    

65歳 

老齢基礎年金 

老齢厚生年金 

昭和昭和昭和昭和40404040年４月２日～年４月２日～年４月２日～年４月２日～昭和昭和昭和昭和41414141年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

現状 改正案改正案改正案改正案    

65歳 

老齢基礎年金 

老齢厚生年金 

昭和昭和昭和昭和41414141年４月２日～年４月２日～年４月２日～年４月２日～昭和昭和昭和昭和42424242年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

現状 改正案改正案改正案改正案    

65歳 

老齢基礎年金 

老齢厚生年金 

昭和昭和昭和昭和42424242年４月２日～年４月２日～年４月２日～年４月２日～昭和昭和昭和昭和43434343年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

現状 改正案改正案改正案改正案    

65歳 

老齢基礎年金 

老齢厚生年金 

老齢基礎年金 

老齢厚生年金 

70歳 

老齢基礎年金 

老齢厚生年金 

70歳 

老齢基礎年金 

老齢厚生年金 

70歳 

老齢基礎年金 

老齢厚生年金 

70歳 
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昭和昭和昭和昭和43434343年４月２日～年４月２日～年４月２日～年４月２日～昭和昭和昭和昭和44444444年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

現状 改正案改正案改正案改正案    

65歳 

老齢基礎年金 

老齢厚生年金 

昭和昭和昭和昭和44444444年４月２日～年４月２日～年４月２日～年４月２日～昭和昭和昭和昭和45454545年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

現状 改正案改正案改正案改正案    

65歳 

老齢基礎年金 

老齢厚生年金 

昭和昭和昭和昭和45454545年４月２日～年４月２日～年４月２日～年４月２日～昭和昭和昭和昭和46464646年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ年４月１日生まれ    

現状 改正案改正案改正案改正案    

65歳 

老齢基礎年金 

老齢厚生年金 

昭和昭和昭和昭和46464646年４月２日年４月２日年４月２日年４月２日以降以降以降以降生まれ生まれ生まれ生まれ    

現状 改正案改正案改正案改正案    

65歳 

老齢基礎年金 

老齢厚生年金 

老齢基礎年金 

老齢厚生年金 

70歳 

老齢基礎年金 

老齢厚生年金 

70歳 

老齢基礎年金 

老齢厚生年金 

70歳 

老齢基礎年金 

老齢厚生年金 

70歳 


